
 

6 

 

 

 

 大規模な災害が発生し、状況把握段階から災害救助法の適用、応急仮設住宅の建設までの全体的な

流れは以下のとおりです。 

Ⅱ 災害の発生から建設までの流れ 

発災後（６日以内着工） 

（２日以内） 

関係団体に連絡 

標準工期 

（２～３週間程度） 

災害救助法の適用 

発 災 

【STEP 1】 応急住宅として利用可能な既存ストックの把握 

１．被害状況の把握 
２．公共賃貸住宅の利用可能戸数把握 
３．民間賃貸住宅の利用可能戸数把握 

【STEP 3】 応急仮設住宅建設の要請 

６．建設要請 

７．木造応急仮設住宅建設本部 

【STEP 4】 応急仮設住宅の建設 

８．建設準備作業 
９．建設契約の締結（木造） 
10．応急仮設住宅の建設 

【STEP 4】 民間賃貸住宅の借上げ 
11．民間賃貸住宅の借上げ 

【STEP 5】 応急仮設住宅への入居 

12．入居手続 

【STEP 6】 応急仮設住宅の管理 

13．応急仮設住宅の存続許可 
14．応急仮設住宅の営繕業務 
15．自立可能世帯への対応 

【STEP 7】 応急仮設住宅の処分及び精算 

16．応急仮設住宅の処分 
17．応急仮設住宅（民間賃貸住宅）の精算 

【STEP 2】 応急仮設住宅設置計画の策定 

４．応急仮設住宅設置の方針決定 
５．応急仮設住宅設置計画の策定 
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１ 被害状況の把握 

(1)  市町村は災害が発生した場合、迅速に管内の被害状況を把握し、危機管理情報ネットワー

クシステムにより県災害対策本部に報告します。【災害対策基本法第 53 条第１項】 

※危機管理情報ネットワークシステム：災害時等において、県内の情報収集や市町村、消

防局、国等との情報伝達を行うために使用される防災行政無線（衛星系・地上系）などの防

災関連情報システム及びネットワーク 

(2)  県（福祉保健課、住まいまちづくり課）は住宅の被害状況及び、災害救助法の適用等住宅

の応急対策に必要な情報を随時把握します。 

２ 利用可能な公共賃貸住宅の戸数把握 

(1)  県（住まいまちづくり課）は速やかに利用可能な県営住宅を把握するとともに、市町村、

鳥取県住宅供給公社にそれぞれ、一時提供住宅として提供可能な公的住宅戸数を照会します。

また、状況に応じて県市町村の職員住宅及び雇用促進住宅など国が所管する宿舎等について

も関係機関に照会します。 

(2)  各住宅事業主体は提供可能戸数を確認し、県（住まいまちづくり課）に報告します。 

３ 民間賃貸住宅の利用可能戸数把握 

(1)  県（住まいまちづくり課）は宅建協会等に対して、県との協定に基づき民間賃貸住宅の空

き家状況について照会します。 

(2)  宅建協会等は県との協定に参加している会員に対して、利用可能な民間賃貸住宅について

の報告を求めます。 

(3)  宅建協会等は会員から報告があった民間賃貸住宅の空き家情報を取りまとめ、一時提供住

宅リスト等により、県（住まいまちづくり課）に報告します。 

（ポイント） 

会計検査院は東日本大震災において、被災７県で建設された応急仮設住宅の建設費用が１戸当たり

628 万円だったのに対し、自治体が民間賃貸住宅を借り上げて提供する「みなし仮設」の費用が２ 

年間で 183 万円で済むと指摘している。また、これに 

対し厚生労働省は、「検査院の検査結果を精査し、今 

後の対応を検討する」としている。 

 

 

【STEP 1】応急仮設住宅として利用可能な既存ストックの把握 
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期間 市町村 

鳥取県 
建設本部 

（木造） 

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ協会 

（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ） 
宅建協会等 その他 

福祉保健課 住まいまちづくり課 その他の機関 

 

 

 

発災 

        

１ 被害状況の把握 

災  害  発  生 

被害状況報告 

被害

状況

報告 

災害対策本部  

被害状況（速報）の把握 

災 害 救 助 法 適 用 

危機管理局 

各所属 

２ 利用可能な公共賃貸住宅の戸数把握 

公営住

宅の提

供可能

戸数確

認 

一時提供

住宅の提

供可能戸

数の把握 

提供依頼 

提供数 

報告 

 

賃貸住宅 

の提供可 

能戸数確認 

公社等 

提供数報告 

公共賃貸

空室状況

の把握 

提供依頼 

３ 民間賃貸住宅の利用可能戸数把握 

民間賃貸

空室状況

の把握 

民間賃貸

空室状況

の確認 

回答写し送付 

報告指示 

会員仲 

介業者 

照 会 ・ 回 答 
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４ 応急仮設住宅設置方針の決定 

(1)  災害救助法の適用を受け、県（危機管理政策課、福祉保健課及び住まいまちづくり課）は

被災状況、利用可能な公共及び民間賃貸住宅戸数及び応急仮設住宅の供給能力等の情報をと

りまとめて、応急仮設住宅設置の方針を協議します。 

この場合に、応急仮設住宅として借上げする民間賃貸住宅及び早期に建設可能なプレハブ

仮設住宅の戸数を把握した上で、木造仮設住宅の建設戸数を検討します。 

なお、災害救助法の適用を受けて準備するのではなく、常に被災状況に沿って適用される

可能性を踏まえ、的確な情報収集を行い法適用に備えた応急仮設住宅の建設準備を進めます。 

(2)  県（住まいまちづくり課）は災害救助法の適用を受けた場合又は適用される可能性が高い

被災市町村（以下「被災市町村」という。）の応急仮設住宅担当窓口に、上記(1)の方針につ

いて協議します。 

(3)  県（住まいまちづくり課）は、市町村との協議の結果、応急仮設住宅の建設が必要と判断

された場合には、災害対策本部へ報告を行います。 

(4)  応急仮設住宅の建設が必要と判断された場合、県（住まいまちづくり課）は建設関係団体

又はプレハブ協会に応急仮設住宅を建設予定であることの連絡を行います。 

建設関係団体は木造応急仮設住宅建設本部を設置し、応急仮設住宅の供給能力を県（住ま

いまちづくり課）に報告します。 

プレハブ協会は会員施工業者の状況を把握し、応急仮設住宅の供給能力を県（住まいまち

づくり課）に報告します。 

 

【木造応急仮設住宅窓口】 

建設関係団体（木造応急仮設住宅建設本部主幹事団体） 

一般社団法人鳥取県木造住宅推進協議会（事務局） 

〒680-0902 鳥取市秋里 1247 

電 話  0857(30)0278 ＦＡＸ  0857(27)7363 

      一般社団法人鳥取県建設業協会 

        〒680-0022 鳥取市西町 2-310 

電 話  0857(24)2281 ＦＡＸ  0857(24)2283 

      一般社団法人鳥取県建築技能近代化協会 

        〒682-0722 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 602-7 

        電 話  0858(47)5670 ＦＡＸ  0858(47)5671 

    【プレハブ応急仮設住宅窓口】 

一般社団法人プレハブ建築協会 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町２丁目３番１３号 M&C ビル５階 

電 話  03(5280)3121(代表) 

ＦＡＸ  03(5280)3127 

【STEP 2】応急仮設住宅設置計画の策定 
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期間 市町村 

鳥取県 
建設本部 

（木造） 

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ協会 

（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ） 
宅建協会等 その他 

福祉保健課 住まいまちづくり課 その他の機関 

         

４ 応急仮設住宅設置の方針の決定 

方針

協議 

応急仮設住宅設置 

の部内方針協議 

生活環境部 

福祉保健部 

災害対策本部 

報告 

建設費等

事前協議 

建設準備

依頼 

会員施

工業者 

への連

絡等 

財政課 

事前協議 

（設置が必要と判断した場合） 

内 閣 府  

事前調整 

災害対策本部 

知事承認 

供給能力

報告 

建設関係団体 

建設本部

の設置 
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５ 応急仮設住宅設置計画の策定 

(1)  県（住まいまちづくり課）は被災市町村に、応急仮設住宅の必要戸数を照会します。 

(2)  被災市町村は被災戸数及び避難者、自治会長等への聞き取りなどに基づき、市町村が必要

と考える戸数を県（住まいまちづくり課）に報告します。 

(3)  県（住まいまちづくり課）は市町村からの報告を基に、県下全域の応急仮設住宅の必要戸

数を取りまとめます。 

(4)  県（住まいまちづくり課）は上記(3)の取りまとめ結果、応急仮設住宅建設可能地データベ

ース、宅建協会等が提供する民間賃貸住宅の空き家情報などを基に、市町村別に建設戸数及

び借上げ戸数を決定します。 

なお、都市部については用地確保が難しいことが想定されることから、民間賃貸住宅の借

り上げを優先し、中山間地域についてはプレハブ又は木造仮設住宅の建設を優先します。 

(5)  建設用地の選定は「本編：Ⅲ 建設地選定基準（P35）」に基づき公共用地の利用を優先し

ますが、それでもなお必要戸数の確保が困難なときは民有地を利用することとします。 

(6)  県（住まいまちづくり課）は木造及びプレハブも含めた応急仮設住宅設置計画案（応急仮

設住宅の供給戸数、内訳、建設本部及びプレハブ協会の供給能力や公営住宅の空き家状況等）

を作成します。 

(7)  県（住まいまちづくり課）は応急仮設住宅設置計画案の内容について、危機管理政策課及

び被災市町村の意見を聞き、必要に応じて案の内容を修正します。県（福祉保健課）はこれ

らの調整を経た応急仮設住宅設置計画案について、内閣府及び県財政課と調整します。これ

らの調整を経て、応急仮設住宅設置計画をまとめます。 

(8)  県（住まいまちづくり課）は応急仮設住宅設置計画について災害対策本部に報告し、承認

を得ます。ここまで、被災後２日程度を目途とします。 
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期間 市町村 

鳥取県 
建設本部 

（木造） 

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ協会 

（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ） 
宅建協会等 その他 

福祉保健課 住まいまちづくり課 その他の機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日 

以内 

        

５ 応急仮設住宅設置計画の策定 

応急仮設 

住宅の 

必要戸数 

の把握 

応急仮設住

宅の必要戸

数のとりまと

め 

応急仮設住

宅設置計画

原案の作成 

応急仮設住

宅設置計画

原案の調整 

応急仮設 

住宅設置 

計画原案 

の県との 

調 整 関係機関 

との調 整 

災害対策本部 

報告 

財 政 課 

事前協議 

応急仮設住

宅設置計画

案の取りま

とめ 

内 閣 府  

事前調整 

災害対策本部 

（知事）承認 

応急仮設住宅設置計画の決定 

設置計画案 

の報告 

照会 

回答 

応急仮設建設の必要戸数の決定は、県が市町村

に権限を委任した場合は、市町村が行います。 

（鳥取県地域防災計画） 

 

庁内

報告 

報 告 

建設 

要請 

関係団体 

との調整 


